
今
国
会
に
て
、
労
働
者
派
遣
法
の
改
正

案
が
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
の
見
直

し
案
で
は
、
派
遣
労
働
者
が
同
じ
職
場
で

働
け
る
期
間
は
３
年
ま
で
と
す
る
「
個
人

単
位
の
期
間
制
限
」
が
新
た
に
設
け
ら
れ

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
派
遣
元
は
派
遣
労
働
者

が
就
業
継
続
を
希
望
す
る
場
合
は
、
以
下

の
雇
用
安
定
措
置
の
い
ず
れ
か
を
講
じ
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

①
派
遣
先
へ
の
直
接
雇
用
の
依
頼
、

②
新
た
な
就
業
機
会
（
派
遣
先
）
の
提
供
、

③
派
遣
元
で
の
無
期
雇
用
、

④
そ
の
他
安
定
し
た
雇
用
の
継
続
が
確
実

に
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
措
置
。

派派 派派
遣遣 遣遣
労労 労労
働働 働働
者者 者者
がが がが
同同 同同
一一 一一
職職 職職
場場 場場
（（ （（
課課 課課
）） ））

でで でで
働働 働働
けけ けけ
るる るる
年年 年年
数数 数数
はは はは
？？ ？？

現
状
で
は
機
械
設
計
等
の
専
門
業
種
に

つ
い
て
は
、
３
年
を
超
え
て
も
同
一
職
場

で
の
就
業
が
可
能
で
し
た
が
、
改
正
案
で

は
、
専
門
業
種
も
、
そ
れ
以
外
の
業
種
も

関
係
な
く
、
同
一
の
職
場
（
同
一
の
課
）

で
就
業
で
き
る
年
数
は
、
３
年
と
な
り
ま

す
。た
だ
し
、
課
を
移
動
す
れ
ば
、
同
じ
事

業
所
で
も
３
年
を
超
え
て
就
業
す
る
こ
と

は
可
能
で
す
。

ま
た
、
派
遣
元
に
無
期
雇
用
さ
れ
て
い

る
派
遣
労
働
者
は
対
象
外
と
な
り
、
３
年

を
超
え
て
も
派
遣
先
で
の
仕
事
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

派派 派派
遣遣 遣遣
先先 先先
のの のの
事事 事事
業業 業業
所所 所所
単単 単単
位位 位位

でで でで
のの のの
期期 期期
間間 間間
年年 年年
限限 限限
はは はは
？？ ？？

同
一
の
事
業
所
に
お
け
る
派
遣
労
働
者

の
継
続
的
な
受
入
れ
は
、
専
門
・
一
般
と

も
３
年
が
上
限
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
当
該
事
業
所
の
過
半
数
労
働
組

合
等
か
ら
意
見
を
聴
取
す
れ
ば
、
さ
ら
に

３
年
間
延
長
可
能
で
す
。

（
そ
の
後
は
、
何
度
で
も
延
長
可
能
）

結
局
、
３
年
ご
と
に
派
遣
労
働
者
を
変

え
れ
ば
、
派
遣
先
は
、
ど
の
業
務
で
も
、

３
年
を
超
え
て
、
派
遣
労
働
者
に
仕
事
を

任
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

改改 改改
正正 正正
案案 案案
のの のの
問問 問問
題題 題題
点点 点点

①
派
遣
労
働
者
が
派
遣
先
の
正
社
員
と
し

て
雇
用
さ
れ
る
可
能
性
が
少
な
く
な
る
と

と
も
に
、
派
遣
先
で
の
正
規
労
働
者
か
ら

派
遣
労
働
者
へ
の
雇
用
の
転
換
が
増
大
す

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

②
専
門
業
種
で
就
業
し
て
い
る
派
遣
労
働

者
の
中
で
、
派
遣
会
社
の
無
期
雇
用
に
な
っ

て
い
な
い
労
働
者
の
雇
止
め
が
増
え
、
派

遣
労
働
者
の
生
活
が
、
さ
ら
に
不
安
定
に

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
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と関連会社で働く

人のネットワーク

・
派
遣
社
員
の
待
遇
に
つ
い
て
、
正
社

員
と
同
じ
業
務
を
し
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
賃
金
は
低
く
抑
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
っ
て
、
差

別
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
ま
た
、
同

一
労
働
に
対
し
て
、
賃
金
格
差
を
設

け
る
こ
と
は
精
神
面
に
も
悪
影
響
を

与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

・
ま
た
派
遣
先
が
派
遣
社
員
に
対
し
て
、

教
育
・
訓
練
や
福
利
厚
生
の
利
用
に

つ
い
て
、
正
社
員
と
同
等
な
待
遇
を

す
べ
き
だ
と
思
う
。

・
こ
の
よ
う
な
処
遇
格
差
の
改
善
に
つ

い
て
、
労
働
組
合
は
き
ち
ん
と
要
求

を
掲
げ
る
べ
き
だ
と
思
う
。
（

H）


